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（１）特記仕様書 

指 摘 事 項 

 特記仕様書は、共通仕様書を補足すると共に、本工事固有の技術的要求事項を定めておく

べきものである。本工事の特記仕様は、工事固有の技術的要求事項が少ない。地下埋設物や

上空架空線の調査、近接構造物の保護、配水管・継手の品質管理、既設管や建設副産物等の

処理、地元調整等を記しておく必要がある。今後、検討されたい。留意 

措 置 内 容 

  水道工事標準仕様書に標準的な事項については明記しておりますが、それに加

え工事固有の特記事項がある場合は、今後、特記仕様書に記するよう努めてまい

ります。 

 

 

（２）工期設定 

指 摘 事 項 

 本工事では、設定した工期の妥当性の確認が行われていなかった。建設産業では、これか

らの担い手を確保することが喫緊の課題になっているため、これまで以上に工期設定に関心

を払う必要がある。過年度の類似工事、簡易計算、工期設定支援システム等を利用して、設

定した工期日数の妥当性を確認することが重要である。書籍：「改訂版 公共土木工事 工

期設定の考え方」一般財団法人 建設物価調査会が参考になる。留意 

措 置 内 容 

  積み上げにより設定した工期の妥当性について、過年度の類似工事等と相違が

ないか、今後、確認を行ってまいります。 
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（３）施工管理に関する書類 

指 摘 事 項 

 ③施工計画書 

〇施工計画書に頁の記載がなかった。施工計画書は施工の基本となる重要な書類であるた

め、頁を記載するよう指導されたい。留意 

〇施工計画書に適用基準を記載するよう指導されたい。留意 

〇新型コロナウイルス感染症対策について、記載するよう指導されたい（作業開始前に非接

触式体温計を用いた体温測定、アルコール消毒液の常備等）。留意 

措 置 内 容 

  受注者に対して、施工計画書に頁の記載及び施工方針として適用基準を記載する

よう指導してまいります。 

又、新型コロナウイルス感染症対策については、５類へ移行したこともあり、今後状

況を見ながら、施工計画書への記載をするよう、受注者に対し指導してまいります。 

 

指 摘 事 項 

 ④工程管理 

工程遅延等に対するフォローアップ基準（10％等）や、具体的なフォローアップ対策を施

工計画書に記載するよう、工事請負業者に指導されたい。留意 

措 置 内 容 

  施工計画書作成にあたり、工事遅延等に対する対策が記載されていませんでし

た。最終工期に影響をおよぼす事象や施工内容の変更が生じた場合について、工

程回復のための具体的なフォローアップ対策を施工計画書に記載するよう、受注

者に対し指導してまいります。 
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指 摘 事 項 

 ⑤品質管理（段階確認等） 

公共工事では、品質確保の観点から現場施工時の段階確認の実施が重要となる。本工事で

は段階確認を適切に実施していることを、段階確認書にて確認した。ただし、施工計画書に

段階確認予定一覧表を記載するよう、工事請負業者に指導されたい。留意 

措 置 内 容 

  段階確認は実施していたが、施工計画書に段階確認予定一覧表が記載されてい

ませんでした。受注者に対して、施工計画書に段階確認予定一覧表を記載するよ

う指導してまいります。 
  

 

指 摘 事 項 

 ⑦写真管理 

工事写真は、施工計画書に記している写真管理基準に準じて管理している。一部提出され

ている工事写真について確認したが、黒板に記載している字や数値が、明確に読み取れない

写真があった。写真撮影を確実にされたい。また、不可視部分となる箇所は、確実に写真管

理するよう、工事請負業者に指導されたい。留意 

措 置 内 容 

  工事写真において、黒板の字や数値が明確に読み取れない写真があった。 

黒板の字や数値が明確に読み取れるよう撮影時には確認をし、写真撮影を確実に

行うよう受注者に対し指導してまいります。 

 

 

 

 

 



4 

 

指 摘 事 項 

 ⑧環境管理 

工事中の環境対策として、排出ガス対策型・低騒音型等の建設機械の使用、アイドリング

ストップ等の実施を確認した。建設機械については、機械本体の工事写真だけでなく、ステ

ッカーも撮影するよう、指導されたい。留意 

措 置 内 容 

  建設機械について、排出ガス対策型・低騒音型等のステッカーも撮影するよう、

受注者に対して指導してまいります。 

  

 

 

指 摘 事 項 

 ⑨交通管理 

過積載については、施工計画書に具体的な防止対策（図・写真入り）を記載するよう、工

事請負業者に指導されたい。留意 

措 置 内 容 

  過積載について、施工計画書に具体的な防止対策を記載するよう、受注者に対

し指導してまいります。 
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（４）現地調査 

指 摘 事 項 

 (2)安全管理状況 

〇リスクアセスメントによる安全管理が実施されていなかった。リスクアセスメントは、

労働安全衛生法により努力義務化されている（平成 18年 4月 1日施工）。また、化学物

質の製造・取扱いを行う場合のリスクアセスメントも実施されていなかった。平成 26年

6 月に、労働安全衛生法が改正され、一定の危険有害性のある化学物質については、業

種、事業場規模にかかわらず、その対象となる化学物質の製造・取扱いを行う場合にリ

スクアセスメントを実施することが義務づけられている（平成 28年 6月 1日施工）。工

事途中であるため、対象となる化学物質がある場合は、工事請負業者に導入を指導され

たい。（厚生労働省「職場のあんぜんサイト」が参考になる。留意 

〇本施工現場は施工スペースが狭いため、車両接触や架空線との接触、近隣構造物や歩行

者の安全確保に十分注意して施工を行ってほしい。留意 

措 置 内 容 

 リスクアセスメントによる安全管理が実施されていませんでした。受注者に対

し導入の検討を指導してまいります。 

また、本工事現場は歩道内の工事を大半が占めており、施工スペースも狭いこ

とから、車両や架空線に注意し、近隣構造物や歩行者の安全確保に十分注意して

施工を行うよう、受注者に対し指導してまいります。 
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